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災害時における保護者引き渡しマニュアル 

上天草市立大矢野中学校 

 

 

 

 

災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次避難（運動場、教室） 

 

                                 

    ①被害・状況の把握、人員確認 → 対応の協議・指示 

    ②応急処置、救急車の手配 

                                 ③市教委、教育事務所、警察、消防等に連絡 

 

 

 

 

２次避難（体育館） 

 

    ④保護者に連絡（一斉メール・電話等） 

    ⑤保護者引き渡しの準備、手順の確認 

 

 

 

 

保護者への引き渡し 

 

１－①生徒は体育館に通常の集合隊形で整列・待機させる（可能なら学習用具、靴等を持たせて） 

 －②※担任は生徒管理を行う（落ち着かせ静かにさせる） 

  －③学年主任(1)と副担任(1)は保護者引き渡しの準備を行う（名簿、家庭環境票、長机等） 

 －④駐車場誘導係として、正門(1)、裏門(1)、運動場(1)を配置する 

 －⑤保護者誘導係として体育館内(2)、体育館外(2)を配置する 

２－確実に保護者へ引き渡す（「親から頼まれて」「近所だから」は保護者に確認した上で） 

３－引き取りに来ない保護者には電話連絡を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※生徒は通常の集合隊形で整列 
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